
平成２８年１２月１５日施行

　　　　　　　　１３時００　分

立　木　公　売　の　公　告

第 ６ 回

　　　　　 　 別　紙　「　公　売　公　告　」　の　と　お　り　、　立　木　の　資　格

　　　　　付　一　般　競　争　入　札　を　施　行　し　ま　す　か　ら　、　添　付　の

　　　　　入　札　条　件　も　併　せ  て　参　照　の　う　え　入　札　に　ご　参

　　　　　加  く  だ　さ　い　。

締切
即時開札

　　　　　加  く  だ　さ　い　。

岩　手　南　部　森　林　管　理　署

　　　　　　　　　　　住　所　〒０２３－０８５３

　　　　　　　　　　　　　　　岩手県奥州市水沢区東上野町１２番１７号

　　　　　　　　　　　電　話　０５０－３１６０－５９２０

　　　　　　　　　　　　〃　　０１９７－２４－２１３１

　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０１９７－２５－６９４２



立 木 公 売 の 公 告

（第６回）

１．入札及び開札の日時 ７．代　金　の　納　入　期　限

　　平成２８年１２月１５日　１３時受付開始　１３時３０分締切、即時開札 　　契約締結の日から起算して、２０日以内とします。

２．入札及び開札の場所 ８．代　金　の　延　納

　　岩手南部森林管理署　入札場    (1)　延納期間は、法令の定める範囲内とします。

３．現　地　案　内    (2)　延納利息は、法令の定めにより０．８８％とします。

　　別紙日程表のとおり    (3)　延納担保の提供期間は、契約締結の日から起算して２０日以内とします。

３．公　売　物　件       （但し、 第１号から第５号、７号物件の分収対象者へ納付する分収代金は現納

　 (1)  物件所在地、種類、樹種、数量、売払番号、搬出期間は、別紙公売物件明細書 　　　　のみとし、延納は認めません。）

      及び公売物件一覧表のとおりです。 ９．特約条項及び特記事項

   (2)  各物件の林齢は内部記録に基づき参考として表示したものであり、実際の林齢    (1)　全物件に該当するものは別紙共通特記事項のとおり。

　　　とは必ずしも合致しない場合もありますのでご承知おきください。    (2)　個別物件に該当するものは公売物件明細書のとおり。

   (3)　引渡期間は代金納入の日又は延納担保提供の日から起算して１５日以内としま 10．入札条件等

　　　す。 　　この入札に参加する者は、「国有林野事業における林産物の売買に係る契約書及び

５．郵　便　入　札 　契約約款」並びに入札条件等等を熟覧のうえ入札願います。

   (1)　郵便入札によるときは、封筒を二重に使用し、内封筒には入札書、外封筒には 　　詳細は、東北森林管理局又は当署のホームページに掲載されているほか、下記の担

      資格付一般競争参加資格決定通知書の写し又は最寄りの森林管理局長発行の入札 　当へ問い合わせ願います。

      参加資格証明書を入れ、書留郵便又は配達証明郵便により入札当日の１３時００

      分までに必着とします。指定日時までに到着しない場合は無効となります。 　　　　岩手県奥州市水沢区東上野町１２番１７号

   (2)　送付先は次のとおり 　　　　　　　　　　　岩手南部森林管理署　　総務グループ　経理担当

       郵便番号　　０２３－０８５３ 　　　　問い合わせ先　　電話番号　　　０５０－３１６０－５９２０

　　　 住　　所　　岩手県奥州市水沢区東上野町１２番１７号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０１９７－２４－２１３１

       宛　　名　　岩手南部森林管理署長

　　　　　　　　　(入札書在中と朱書きしてください。) 平成28年12月5日

   (3)　郵便入札の場合は、不落の場合に直ちに行われる再度入札に参加できません。 　　　　　　　　　

６．契　約　の　締　結　期　限 　　　　　　　　　　　　分任契約担当官

　　落札決定の日から起算して、２０日以内とします。 　　　　　　　　　　　　　　岩手南部森林管理署長　　池田　　敏



様式２号

入　　札　　条　　件

１　競争入札の資格 　　定通知書を交付しないことがあります。

　　　森林管理局長から、一般競争参加資格通知書の交付を受けた者でなければ入札に参加で ８　無効な入札

　　きません。 　　(1) 競争参加資格不適格者が入札したもの。

２　資格認定 　　(2) 入札参加資格のない者又は、入札参加資格者として確認できない者が入札したもの。

　　(1) 入札参加者は、一般競争参加資格決定通知書あるいは、一般競争参加有資格証明証を 　　(3) 汚染、損傷又は記入漏れ等により売払番号、入札金額、入札者名を確認できないもの。

　  　持参の上、受付に提示し確認を受けてください。 　　(4) 署名（本人が署名したものは押印がなくてもよい）又は、記名（本人が署名せず他人

　　(2) 入札参加者が代理人によるときは、委任状を提出し代理人本人であることを証明する 　　　が書いたり、ゴム印等で氏名を表示したもの）押印いずれもないもの。

　　　自動車運転免許証等を提示し確認を受けてください。 　　(5) 単価で入札したもの。

　　(3) 入札執行場所に入場できる者は、１社につき入札者及び随行者の２名以内とします。 　　(6) 代理人が入札する場合で、委任状の提出のないもの及び入札書に代理人の署名又は記

３　売払物件の熟覧等 　　　名押印いずれかないもの。

　　別紙１の公売物件一覧表のとおりです。契約書案を参照し、現地熟覧のうえ、国有林野産 ９　契約の成立

　物売払規程を遵守して入札してください。 　　　契約は、契約書を作成し、分任契約担当官が契約の相手方と共に記名押印したときに成

　　なお、概算売払の場合は、これから生産する見込みの物件ですから、現物熟覧はできませ 　　立します。

　んので、物件内訳書によって入札してください。 10　契約書案

４　入札の方法 　　　契約書案は、当森林管理署に備え付けておりますので閲覧ください。

　　(1) 入札は、売払番号毎に総額入札で行います。 11　入札書用紙

　　(2) 入札書には、売払番号、入札金額、森林管理署名、入札者名、入札年月日を記載し、 　　　入札書用紙は、最寄りの森林管理署又は、当日入札場の受付から受け取ってください。

　　　入札締切時刻前に入札箱に入れてください。 12　入札書には、当該物件の消費税を除いた金額を記載してください。

　　(3) 入札箱に入れた入札書は、引き換え、変更又は取り消しをすることができません。 13　入札に際し、誤って消費税を加算した金額を記入し入札した場合は、たとえ入札書にこの

　　(4) 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らの入札書を無効にしたい旨の申し出が 　ことを明記したとしてもまた、このことに気付き開札以前に訂正又は、取り消しの申し出が

　　  あっても受理しません。 　あったとしても、当該入札書は消費税を除いた金額を記入して入札したものとみなし、誤り

５　落札の決定 　の訂正、取り消しは認めません。

　　(1) 開札は、指定した場所及び日時に入札者の面前で行い、予定価格以上の最高入札者を 14　落札及び契約の金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税８％を加算した金額

　　　落札者とします。ただし、同金額の最高入札者が２者以上のときは、直ちに「くじ」で 　となります。この場合、消費税の積算における円未満の端数処理は、切り捨てとします。

　　　落札者を決めます。 15　入札にあたり、入札保証金を必要とする場合は、入札予定金額（消費税を除く金額）に当

　　(2) 落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理できません。また、 　該金額の消費税額８％を加算した総金額の５％以上の保証金又は、当該保証金以上の担保の

　  　どのような理由によっても落札を無効とすることはできません。 　提供を要します。

６　入札保証金 16　契約締結以降当該契約において、特に契約書等において金額が明記されているものを除き、

　　　免除します。ただし、落札者が契約を結ばないときは、入札金額（入札書に記載された 　当該契約に係る違約金、延滞金等、率で表されるものについては、全て消費税が加算された

　　金額の100分の108に相当する金額）の100分の5に相当する金額を違約金として徴収します。 　総契約額が対象となります。

　　　また、違約金を森林管理署長が指定する日までに納入しないときは、違約金を納入する 17　暴力団排除に関する誓約事項

　　までの間、競争参加資格を停止し、あるいは将来この資格を付与しないことがあります。 　　(1) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙３）について入札前に確認しなけ

７　契約保証金 　　　ればならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとします。

　　　免除します。ただし、買受人が契約を履行せずに契約を解除した場合は、契約代金の100 　　(2) 前述の、暴力団排除に関する誓約事項（別紙３）について、虚偽又はこれに反する行

　　分の10に相当する金額を違約金として徴収します。 　　　為が認められた者の入札については無効とします。

　　　なお、上記違約金を納入しないときは、競争参加資格の取り消し又は、入札参加資格決

岩手南部森林管理署長



物件共通特記事項

１．　物件が分収造林、分収育林による収益分収対象林分である場合、買受人は国の分収に係わる代金納付については、国の発行する納入告知書により、また分

　  収林に係る代金納付については、契約後提示する方法により、分収権者へ直接納付してください。

２．　買受人は、伐採した立木の残材および末木枝条等を沢縁に放置しないでください。

３．　買受人は、沢および沢縁を集材する必要を生じた場合は、河川を汚濁して下流の民生に被害を与えないよう防止措置を講じてください。

４．　買受人は、運材にあたっては、道破損防止および車両運行安全確保のため、当署長の指示に従ってください。

５．　公道の使用に当たって、公道の占用許可等の手続きが必要な場合は買受人において必要な手続きを行ってください。

６．　土場敷ならびに道路沿線には、立木の残材および末木枝条等を散乱放置することなく、買受人は搬出期間内に跡地を整理してください。

７．　買受人が作設する搬出路および土場敷等で生じた切り取り土石等は、崩落および流出しないよう必要な措置を講じてください。なお、その使用を完了した

 　 ときに当署長が原状に回復する必要があると認めた場合は、買受人は原状回復に努めてください。

８．　買受人は、官民地界を集材する必要が生じた場合は、境界標識の毀損をしないよう細心の注意を払ってください。なお、境界標識等を毀損した場合は、買

 　 受人において原状に回復してください。

９．　物件および物件の周囲の国有林が保安林または砂防指定地に指定されている場合は、保安林内の土地の形質変更行為（搬出路及び土場の作設等）、物件区

  　域外の支障木の伐採には県知事の同意が必要となります。土地の形質変更及び区域外の支障木が生じる場合は、あらかじめ当該担当区森林官と打ち合わせの

 　 上、国有保安林内の作業仕組計画書を当該担当区森林官に提出してください。なお、提出された作業仕組計画書をもって当署において県知事と協議を行い、

 　 同意があり次第買受人あて通知文書を発出しますので、通知文書の受領後に作業に着手してください。

10．　物件にアカマツがある場合については、岩手県の「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」（別紙２）を守ってください。

11．　買受人は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事

 　 業を中止し、当該担当区森林官に報告するとともに、当署長の指示に従ってください。

12．　物件に隣接して、または、近傍に別の売払い物件（後に売り払われる物件を含む）があり、同一時期に同一の搬出・土場敷等の使用があるような場合、買

  　受人は当該物件買受人と協議のうえ、作業について円滑な実施に努めてください。同様に当署発注の事業があり、土地の使用について調整が必要な場合にも、

  　当該事業請負者または監督員と協議のうえ、作業について円滑な実施に努めてください。



岩手南部森林管理署

入札番号 物件所在地 契約関係  伐採方法  面 積(ha) 林 齢 樹  種  本 数(本) スギ アカマツ その他N L 合計

（一般材） （一般材）

皆伐 3.30 40 アカマツ外 3,446 49.84 110.56 132.77 293.17 36ヶ月

皆伐 4.55 46 スギ外 7,395 859.59 169.46 233.54 420.94 1,683.53 36ヶ月

皆伐 4.82 46 スギ外 7,389 538.58 57.31 83.33 441.26 1,120.48 48ヶ月

皆伐 5.40 48 スギ外 13,300 312.93 3.53 487.61 484.86 1,288.93 48ヶ月

皆伐 3.55 49 スギ外 9,893 101.29 6.32 297.52 319.29 724.42 48ヶ月

(６) 国有林 皆伐 0.68 48～51 スギ外 760 95.31 10.68 35.23 11.42 152.64 12ヶ月

(７) 分収造林 皆伐 0.43 50 スギ外 503 83.83 4.77 11.92 1.90 102.42 12ヶ月

合計 22.73 42,686 1,991.53 301.91 1,259.71 1,812.44 5,365.59

※物件番号の括弧書きは再出品物件である。

長橋国有林
1104ろ1、ろ2

1105い2
(林業専用道支障木)

長橋国有林
1104に

(林業専用道支障木)

民収分のみ
認めません

５

東前川山国有林
５１わ３

分収造林

分収造林

１

２

３

４

公　売  物  件  一  覧  表　（　立　木　）

 幹材積(m3)

延納
搬出
期間

前田山国有林
６う５

分収造林
民収分のみ
認めません

民収分のみ
認めません

民収分のみ
認めません

民収分のみ
認めません

民収分のみ
認めません

東前川山国有林
５２れ

分収造林

東前川山国有林
５２わ

分収造林

東前川山国有林
５２よ



売払番号 案　内　日 集合場所・時刻 案　内　者

平成28年12月7日（水）
土橋森林事務所
午後１３時３０分

首席森林官（土橋・衣川担当区）
電話　0197-41-8008

首席森林官（新町・川舟担当区）
電話　0197-82-3132

平成28年12月8日（木）
西和賀町沢内庁舎
午前１０時００分

お問い合わせ

第６号～第７号

第２号～第５号

　岩手南部森林管理署
　業務グループ　経営担当
（電話　050-3160-5920）

記

現　　地　　案　　内

現地案内を下記日程により行いますからご参集ください。

岩手南部森林管理署
午前９時

首席森林官（金ケ崎・愛宕担当区）
電話　0197-41-8008

平成28年12月7日（水）第１号



第1号物件現地案内集合場所

岩手南部森林管理署



第２号～第５号物件現地案内集合場所

奥州市

胆沢区



第６・７号物件現地案内集合場所

西和賀町
NISIWAGAMATI 西和賀町役場 沢内庁舎
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別紙３

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記1 及び2 のいず
れにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被る

こととなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただ

し、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）
を警察に提示することについて同意します。

記

１ 契約の相手方として不適当な者
（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその

者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事
務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に
実質的に関与している者をいう。以下同じ）が、暴力団（暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する
暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力
団員をいう。以下同じ。）であるとき

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三
者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしてい
るとき

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供
与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは
関与しているとき

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用
するなどしているとき

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい
るとき

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者
（１） 暴力的な要求行為を行う者
（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
（５） その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。


